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払込金受領証 (歪利用明細票)を貼り付ける

ことにより加入証明書となります。

訓練期間中、大切に保管ください !
※事故の際に、保険に加入してしヽる証明として写しをこ提出いただく

ことがあります。

①事故の際や紛失した場合に備え、
本紙の写しを学校にこ提出ください。

②郵便局ATMにて払込まれた場合は、
こ利用明細票を貼り付けてください。

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が

次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

個人情報の取扱いについて

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険弓1受の審査および履行のために

利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社 (海外にある

ものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのこ案内。こ提供や保険引受の審査およ

び保険契約の履行のために利用したり、提携先 委託先等の商品 サービスのこ案内のために

利用することがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要西E慮個人情報を含む)の利用目的lよ、法令等に従い、

業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。   ・
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、在籍する職業訓

練施設、業務委託先 (保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保瞼金の請求 支払しヽに関

する関係先等 (いすれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。

詳細は、三井住友海上ホームページ(httpsプ/www ms― ins com)またlよ引受保険会社の
ホームページをこ覧ください。

万―、事故が起こつた場合は

24時 Fロロ365日事故受付サービス

「三井住友海上事故受付センター」

事故は  いち早く

0120-258-189(無料)

自動音声が流れますので、「2、 電話での受付」をこ選

択ください。その後、事故の種類は「4、 その他の事故

のこ連絡」をこ選択ください。

オペレーターに繋がりましたら、「職業訓練生総合保

険の加入者」とお伝えください。

代理店・扱者

有限会社中央労働サービス
〒164-O012
東京都中野区本町2‐2‐ 13
NKCビルディング4階
TEL:03‐6300-フ 8司 フ

平日 10:OO～ 16:00

引受保険会社

三井住友海上火災保険株式会社 (幹事会社)
広域法人部 営業第一課
〒101‐ 8011東京都千代田区神田駿河台3‐ 11‐司
TEL:03‐ 3259‐ 66921子日 9:00～ 17:00
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社           (以 上五キ音順)

*このノヾンフレットは職業訓練生総合保険に関する重要な事項を説明しております。ご加入前に

必ずお読みください。
*加入ご希望の方は早めにお手続きをお願いいたします。訓練開始日の前日までにお手続きく
ださい。なお、原則として入校後14日を過ぎた方はご力ll入ができませんのでご注意くださしヽ。
*払込金受領証 (ご利用明細票)は大切に保管してください。(事故の際に、保険に加入している
証明として写しをご提出いただくことがあります。)

中央職業能力開発協会

右の二次元コードまたは

下記URLよリアクセス
してください。

職業訓I練生災害傷害保険+賠償責任補償特約

○この保険は織業訓練生の皆さまが安心して訓練 (授業)を受けることを目的として、職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練・認定職業訓練を受ける職業

訓練生の皆さまだけがご加入できる保険として設立された保険です。

制度発足以来240万人を超える訓練生の方々がご加入され、大変お役に立つ保険としてご好評をいただいております。

○この保険制度は民間保険の一つとして中央職業能力開発協会と国内損害保険会社4社が共同で運営している保険商品であり、同協会が窓口となつてお取

扱いをしております。

f職業1訓I練生総合保険」はこんな時にお役に1立|ちます|。

ご加入手続きに際し、下記の事項を十分にこ確認ください。
Eァ

】
〓

本確認事項lよ、万―の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、こ提案いたしました保険商品がお客さまのこ希望に合致し

た内容であること、こナ」[入 しヽただくうえで特に重要な事項を正しくこ記入しヽただいてしヽることを確認させていただくためのものです。

お手数ですが、以下の各質問項目につしヽて、再度こ確認しヽただきますようお願い申し上げます。

なお、こ加入にあたりご不日月な点や疑間点がこざしヽましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせ

ください。

]保険商品が右記の点でお客さまのこ希望に合致した内容となっていること
をパンフレット・重要事項のご説明でこ確認ください。

万一、こ希望に合致しない場合は、こ加入内容を再度こ検討くださしヽ。

「重要事項のと説日月Hこ記載の、補償が重種する可能性のある特約等につい

ては、こ加入の要否をこ確認ください。

◎保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)

◎保険金額 (こ契約金額)

◎保険期間(保険のこ契約期間)

◎保険料保険料払込方法

2払込取扱票(兼加入申込票)への記載記入の漏れ,誤りがないかこ確認ください。
内容をよくこ確認いただき、払込取扱票 (兼加入申込票)に正しくこ記入いただきますようお願い申し上lナます。

記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

ケパの補償
『訓1練中・通校途上の事故』による、
『ケガ』を補償します。

職

天災による
ケガも
補償します

熱中症色
補償します

訓練中・通校途上の
『死亡事故』
自転草で通校途上に自動車と接触。
脳挫傷により死亡。

〉 …2,200万円

訓練中・通校途上の
ケガによる『後遺障害』
作業訓練中にベルトコンベアーに
指を挟み欠損

>
… 924万円

訓練中の

ケガ

▲  ケガ
通校途上の

お支払い事例

お支払t

鵬同事激の補償
『訓練中・通校途上』に過つて他人に損害を

与えた『賠償事故』を補償します。

※治療 修理_書用のほか、裁判費用なども補償されます。
※法律上の賠償責任が生じる場合に限ります。

通校途上に
自転草で人にケガを
させた

『受託物賠償事故』を補償します。

・訓練校内 ・職場実習先 ・自宅リモート訓練

※法律上の賠償責任が生じる場合に限ります。

訓練中の F賠償事故』

後方か銹来る相手をよく確認せす、ガラス 〉

扉を強く閉めてしましヽ、相手にケガをさせた

『受託物賠償事故』

訓練中、実習先から借りた機械の取扱 〉
いを誤り、アーム部分を破損した。

訓練のために

賞与さイlた

財物を壊した

お支払い事伊u

お支払い事例

…931万 6千円

…26万円

動画でもご案1内してしヽ!ます
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保険金の種類と内容

※印を付した用語については、3ページの「※印の用語のこ説明」をこ覧ください。

○(一般)賠償責任と受託物賠償責任の区別は、下記の「保険金をお支払しヽする場合」をこ覧くださしヽ。

【告知事項】
■他の保険契約等←)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、パーソナル生活補償保

険、普通傷害保険等をいい、いすれも積立保険を含みます。また、他
の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。

(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■こ加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくこ加入の

代理店扱者または引受保険会社までこ連絡ください。こ連絡がない場

合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分こ注意く

ださい。
【通知事項】

①被保険者の在籍期間が変更された場合

②被保険者が予定在籍期間の中途において退校した場合
■ひ加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ひ契約内容の変更

等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社まで
ひ連絡ください。

(3)その他の注意事項

■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万
円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、払込取扱票 (兼

加入申込票)の保険金請求歴欄にその内容を必す記入してください。

(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、被保険者が同一であ

り、パーソナル生活補償保険、普通傷害保険等の身体のケガに対して

保険金が支払われる他の保険契約等をしヽい、積立保険を含みます。ま

た、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について

■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいすれんЧこ該当すると

きは、被保険者は保険契約者にこの保険契約僻)の解約を求めることができま

す。この場合、保険契約者はこの保険契約←)を解約しなければなりません。

①この保険契約←)の被保険者となることについて、同意していなかつた場合

②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当す

る行為があつた場合
,引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生さ
せ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の

反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく週大とな

り、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

③②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(→の

存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約僻)

の被保険者となることについて同意した事情に著ししヽ変更があつた場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができま

す。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。

(*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のこ契約があるお客さまヘ

特約などのこ加入にあたつては、補償内容が同様の保険契約(職業訓練生

災害傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の

保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがありま
す。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、しヽすれ
のイ呆険契約からでも補償さイlますが、損害の額等によつてはいずれか一方
の保険契約からは保険金が支払われなしヽ場合があり、保険料が無駄にな
ることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を

半」断のうえ、こ加入くださしヽ。

(注)複数あるこ契約のうち、これらの特約を1つのこ契約のみにセットして
いる場合、こカロ入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居ヘ

の変更等)により被保険者が補償の対象外となつたとき等は、特約の
補償がなくなることがありますのでこ注意ください。

8.縮償の聞姶時期
保険責任は、保険期間の初日の午前0時に開始します。保険料は、本パンフ
レット記載の方法により払込みください。本パンフレット記載の方法により保
険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まつた後であつても、保
険金をお支払いしません。

総.保険金を硲支まムい鼈′惑い壷声c員場合 (菫な免責夢自)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレットをこ参RRください。なお、保険金を支払わない場合の詳細

は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されて

おりますのでこ確認ください。
(D)重大事由による解除

次のことがある場合は、こ契約を解除し、保険金をお支払いできなしヽこと

があります。

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会

社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または

発生させようとしたこと。

②被保険者またlよ保険金を受け取るべき方が、保険金の請求につしヽて詐

欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係

者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と

なり、保険制度の目的に反する状態がもたらさイlるおそイ1があること。

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契

約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

謬,保険綿の才ム込J酋矛期間等の取扱しヽ
保険料は、本パンフレット記載の方法により払込みください。本パンフレット記

載の方法により保険料を払込みいただけなしヽ場合には、保険金をお支払いで

きないことがあります。また、こ契約を解除させていただくことがあります。

G瑛動について
こ加入後に被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となりま
す。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失
効のときは、保険期間が3か月以上残つている場合、未経過期間分の保険料
を返還します。

フ.解約と解約返れい金

こ加入を中途で脱退(解約)される場合は、こ加入の代理店扱者または引受
保険会社までお申出ください。
・中途脱退もしくは退校された場合で、保険期間が3か月以上残つている場合
は解約返れい金を返還させてしヽただきます。ただし、解約返れい金は原則と
して未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じ

て払込みいただくべき保険料について、追

加のこ請求をさせていただくことがあります。

8.l黒険会社破縫時等の取扱 しヽ

本パンフレット5ページをこ参照ください。

9H個人情華晨の取扱 しヽ 1こ電〕いて

本パンフレットフページをこ参照ください。

未経過期間

― ―
、

始期日  解約日   満期
|

保険期間

日

(注 1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡。後遺障害保険

金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をお

支払いします。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金

は、2,200万円が限度となります。
(注2)政府労災保険に準じた等級区分ことに定められた保険金支払害」合
で、後遺障害保険金をお支払いします。

(注 3)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日

からその日を含めて 181日 目における医師※の診断に基づき後遺障
害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。

(注4)同一の部位に後遺障害※を加重された場合は、既にあった後遺障害に
対する保険金支払害」合を控除して、保険金をお支払いします。

(注 5)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院※に
対しては入院保険金をお支払しヽしません。また、お支払いする入院の

日数は180日が限度となります。
(注 6)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金を
お支払いする場合」に該当するケガ※を被つた場合は、入院保険金を

重ねてはお支払いしません。

(注フ)通院※されない場合で、骨折、脱自、靭 (じん)帯損傷等のケガを被つた

所定の部位※を固定するために医師※の指示によリギプス等※を常時

装着したときは、その日数について通院したものとみなします。

(注8)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院※に
対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の

日数は90日が限度となります。
(注9)入院保険金をお支払しヽする期間中に通院※された場合は、通院保険
金をお支払いしません。

(注 ]0)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金
をお支払いする場合」に該当するケガ※を被つた場合は、通院保険金

を重ねてはお支払いしません。

●柔道整復師 (接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあ

たつては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払い

します。また、鍼 (はり)灸 (きゅう)マッサージなどの医療類似行為につい
ては、医師の指示に基づいて行わイ1た施術のみ、お支払いの対象となりま

す。

●天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれ

らを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。

●熱中症危険補償特約がセットされているため、訓練中または通校途上に生

じた急激かつ外来による日射または熱射により被つた身体の障害につい

ても、傷害保険金をお支払いします。
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保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額

死亡保険金
保険期間中の事故 (ただし、訓練中また |よ通校途上の事故)による
ケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に
死亡された場合

死亡保険金

2,200万円∝け

後遺障害保険金
保険期間中の事故 (ただし、訓練中または通校途上の事故)による
ケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日 以内に
後遺障害※が生じた場合

後遺障害保険金

程度に応じて
88万円～2,200万円に卜つ

入院保険金

保険期間中の事故 (ただし、訓練中また |よ通校途上の事故)による
ケガ※のため、入院※され、終日職業訓練また |よ就業のしヽすイ1も行う
ことができなしヽ状態にある場合 (一部でも訓練に参加した場合 |よ、

対象となりませんのでご注意ください。)

入院保険金日額5,000円
×

入院の日数儀5～0

通院保険金
保険期間中の事故 (ただし、訓練中また |よ通校途上の事故 )による
ケガ※のため、通院※された場合∝刀

通院保険金日額3,000円
×

通院の日数 (注8～ 10

傷
害
保
険
金

(一般)賠償責任
日本国内におしヽて、保険期間中に他人の身体に障害を与えたり、他人の
財物を破損させたりするなど、約款所定の事故により法律上の損害賠
償責任を負つた場合

支払限度額

3億円
(1事故あたり免責 1,OOO円 )

受託物賠償責任
日本国内におしヽて、保険期間中に受託物を破損させたりしたために
法律上の損害賠償責任を負つた場合

支払限度額

100万円
(1事故あたり免責 1,000円 )

賠
償
責
任
補
償
特
約

死亡保険金

。また、

ヽ

契約
ときは、

意を

こ

たヽ

上記以外 普通保険約款・特約に定めております。

保

ｉ険
金
受
取
人

黒
簗 |お支払いする.場合

【代理店・扱者】
有限会社中央労働サービス TELi03-6S00-フ 81フ
平日 ]O:OO～ 1 6iOO(年末年始は休業させていただきます。)

「三井住友海上お客さまデスク」0120‐ 632‐ 2フフ(,照料 )

チャットサポート声よどの各種サービス

https://― ms― ins com/contacも /cc/

こち―うから―アクセスできます。

事故にあわれた場合は学校とこ相談のうえ、
すみやかに下記事故受付センターヘこ連絡ください。

24時間865日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

事故はしヽち早く

0120-258-189(無料)

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長宮の指定を受けた指定紛争

解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を

締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、
一般社団法人 日本損害保険協会にこ相談いただくか、解決の申し立てを

行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター

0570-022-308[ナ ビダイヤ ,レ (全国共通・通話料有料)]

受付時間[平日9:15～ ]フ iOO(上日祝日および年末年始を除きます)]
携帯電話からも利用できます。IP電話からは 03-4332-5241に おんЧナ
ください。
おんЧナ間違しヽここ注意ください。
詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをこ覧ください。
httpsi//、 -30np0 0rip/abOuも

/efFo「ts/ad「 /index html

この保険商品に関する.お問合わせは

=丼住友海上へのこ帽談・蓄情。お1間合わせは

万―、事故が起こうた場合 |よ

掲定紛争解決機関次に掲げる間に急激かつ偶然な外来の事故でケガ
※
をされた場

合、保険金をお支払いします。         イ

①学科、実技(実験、実習、演習を含む)、オンライン訓練中

②入校式、オリエンテーション、修了式などの行事参加中

③休憩時間中、クラブ活動中で職業訓練施設の管理下中

④技能検定試験等の各種試験受験中(ヨ‖練の一環として受験する場合)

⑤自宅、寄宿舎あるいは勤務先からの通校途上*
*通校途上とは「合理的な経路および方法により往復している間」をい
います。従つて経路を逸脱または中断した場合は、対象とはならない
場合がありますのでこ注意ください。

傷
害
保
険

日本国内にて次に掲げる偶然な事故により
法律上の賠償責任を負つた場合に保険金をお支払いします。

【(―般)賠償責任】
次のいずイ1かに該当する事由により、他人の身体に障害を与えたり、他
人の財物を破損させたりした場合
①被保険者の職業訓練中に発生した偶然な事由
②被保険者が職業訓イヽ東に伴つて提供した財物に起因する偶然な事由
③被保険者の職業訓練の結果に起因する偶然な事由

④被保険者の住居または被保険者を雇用する事業主の施設と職業訓練
校との通校途上に発生した偶然な事由

【受託物※賠償責任】
職業訓練に伴つて被保険者が占有、使用または管理する他人の財物の偶
然な事由による破損、盗難、紛失または搾取があつた場合

賠
償
責
任
補
償
特
約
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0こ加入に際して特にこ確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。こ加入される前に必ずお読みいただき、こ加入くださいますようお願いい
たします。
0この書面!よこ加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。こ加入の内容は、職業訓練生災害傷害保険普通保険約款特約等によつて定ま
ります。ご不明な点につしヽては、代理店扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行。こ契約の管理な
どの業務を行つてしヽます。したがつて、代理店または社員と契約され有効に成立したこ契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

0この保険は中央職業能力開発協会が保険契約者となる包括契約です。
(2025年4月 1日 O時から2026年 3月 31日 24時までの間に訓練を開
始する方の申込を対象とします。)被保険者が保険料を負担される場合、
保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に払い込みます。なお、
保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかつた場合には、保険
契約が解除され保険金が支払わイ1ないことがあります。また、保険契約者
または被保険者がこ加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保
険料を保険契約者に返還します。
0この制度でお申込人および被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲
は、職業能力開発促進法に定める職業訓練を受ける方です。なお、被保険
者の交代はできません。
0この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同イ呆険契約です。それ
ぞイlの引受保険会社は、引受害」合に応じて、連帯することなく単独別個に
保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社とし
て他の引受保険会社の業務および事務の代I里・代行を行います。引受保険
会社およびその引受割合は次のとおりです。

]、 商品の仕組みおよびgt受条件等

(1)商品の仕組み
0職業訓練生総合保険(職業訓練生災害傷害保険普通保険約款 賠償
責任補償特約)は、被保険者(補償の対象者)である訓練生の皆さま
が職業訓練中 通校途上において事故によリケガをされた場合、およ
び、約款所定の事故により過つて他人に損害を与え法律上の損害賠
償責任を負つた場合に保険金をお支払いします。

●被保険者(補償の対象者)につしヽて

お申込みいただいた職業訓練生の方こ本人が被保険者 (補償の対象
者)となります。

(2)補償内容
保険金をお支払しヽする場合は本パンフレットのとおりです。詳細は普通
保険約款・特約に基づきます。

①保険金をお支払しヽする場合(支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレットをこ参照くださしヽ。

②保険金をお支払いしなしヽ主な場合(主な免責事由)
本パンフレットをこ参照ください。なお、詳細は普通保険約款,特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。

(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレットをこ参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款 特
約に基づきます。

(4)保険期間
本ノくンフレットをこ参照ください。お客さまが実際にこ加入いただく保険
期間については、払込取扱票(兼加入申込票)の保険期間欄にてこ確認
ください。     、

1.クーリングオフ説明書(こ契約のお申込みの撤回等)
この保険は中央職業能力開発協会が保険契約者となる包括契約であること
からクーリングオフの対象となりません。

2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務 (晉加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店扱者には告矢[
受領権があります。告矢[義務とは、こ加入時に告知事項について、事実

三井住友海上 (幹事会社):フ220/o 東京海上日動:1110/0
損害保険ジャパン 1100/。  あいおいニッセイ同和損保:5フ 0/O
〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状
況の変化によつて、こ加入時にお約束した保険金 解約返れい金等のお支
払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損
害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保
険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻
した場合でも、次のとおり補償されます。
・保険期間1年以内の場合は保険金、解約返イ1い金等は800/oまで補償さ
れます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発
生した事故による保険金は1000/o補償されます。
・保険期間1年超4年以内の場合は保険金、解約返イ1し 金ヽ等は900/oま で補
償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は1000/O補償さ
れます。

(5)引受条件
お客さまが実際にこ加入いただく保険金額につきましては、本パンフ
レットの「保険金の種類と内容」および普通保険約款 特約等にてこ確認
ください。

2.保険料
保険料は保険期間等によつて決定されます。お客さまが実際にと加入いただ
く保険料につきましては、本パンフレットの保険料欄にてこ確認ください。
詳しくは代理店・扱者または引受保険会社までお間い合わせください。

3.保険料の払込方法について
本パンフレットをこ参照ください。

4.満期返れい金。契約着配当金
この保険には溺期返れい金 契約者配当金はありません。

5.角翠約返才孔い金の有無
こ加入の脱退(解約)に際しては、こ加入時の条件により、保険期間のうち未
経過であつた期間が3か月以上残つている場合には、未経過分の保険料を解
約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込み
いただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をこ請求する場合があ
ります。追加で請求したにもかかわらす、その払込みがない場合は、こ契約を
解除することがあります。「注意喚起情報のこ説明」の「フ解約と解約返れい
金」をこ参照ください。

を正確に矢[らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を

求めるもので、払込取扱票 (兼加入申込票)に記載された内容のうち、
「◎」印がついている項目のことです。この項目について、故意または
重大な過失によつて告矢lがなかつた場合や告矢[した事項が事実と異な
る場合には、こ加入を解除し、保険金をお支払いできなしヽことがありま
す。払込取扱票 (兼加入申込票)の記載内容を必すこ確認ください。

※印を付した用語については、3ページの「※印の用語のこ説明」をこ覧くださしヽ。

〈別表〉

○本保険制度においては、訓練開始日から訓練最終日を保険期間とする加入を基本としています。
従いまして、インタ…ンンップや校外実習等指定の期間だけの加入はできませんのでこ注意ください。

0こ加入に際して被保険者にとつて不利益になる事項等、特にこ注意しヽただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。こ加入される前に必ずお読
みいただき、こ加入くださいますようお願いいたします。
0この書面はこ加入に関するすべての内容を記載してしヽるものではありません。こ加入の内容は、職業訓練生災害傷害保険普通保険約款特約等によつて定
まります。こ不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせくださしヽ。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有しこ保険契約の締結保険料の領収・保険料領収証の発行C契約の管理な
どの業務を行つてしヽます。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したこ契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
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保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または
重大な過失によるケガ※

0自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
0自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての
運転中のケガ
●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
0妊娠、出産、早産または流産によるケガ
0外科的手術その他の医療処置によるケガ(31受保険会社が保険金を支払う
べきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
0戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(云□行為によるケガは、条件
付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象

となります。)
0核燃料物質等の放射性、爆発性等によるケガ(ただし、被保険者が核燃料物質
等またはこれらを使用する装置を用いて行う研究,実験活動に従事している間
については、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、頸9すい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合
に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見Xのないもの
●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによつて生
じた場合に|よ、保険金をお支払いします。)
0原因がしヽかなるときでも、誤疎(えん)※によつて生じた肺炎

など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒lよ、補償の対象にはなりません。

傷
害
保
険

重要事項のこ説明|

【共通】
0法律上の賠償責任が生じない事故
0保険契約者または被保険者の故意
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による賠償責任
0被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
0車両の所有、使用に起因する賠償責任
●航空機、船舶、銃器の所有、使用、管理に起因する賠償責任
●被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任G‖練の一環で行う作業は
職務遂行に該当しません)
0ソフトウエア、データ等の無体物の破損に対する賠償責任
0戦争、その他の変乱※、暴動による損害
0地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性、爆発性等による損害
●情報漏えいに起因する賠償責任
0被保険者の配偶者※、被保険者またはその配偶者と同居の親族※、被
保険者またはその配偶者と別居の未婚Xの子に対する賠償責任
0被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合
で、その約定により加重された賠償責任
【(一般)賠償責任】
●提供物Xまたは職業訓練の結果が、所期の効能 性能を発揮できな
かつたことに起因する賠償責任 (ただし、提供物の本来意図しなかつた
悪影響による事故については、保険金をお支払いします。)

0提供物の欠陥による提供物自体の破損に対する賠償責任
●被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売
または提供した提供物に起因する賠償責任
【受託物賠償責任】
0被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
0自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての
運転中の事故による損害
●被保険者に引き渡さイ1る以前から受託物に存在した欠陥
0公権力の行使 (差し押え・没収・破壊等)による損害
●受託物に発生した自然発火または自然爆発
●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故 機械的事
故(故障等)による損害
0自然の消未毛、劣化、性質による変色 さび かび 腐敗・ひび害」イ1・はが
れ 発酵 自然発熱、ねすみ食い、虫食い、欠陥等による損害
●風、雨、雪、雹 (ひょう)、砂塵 (じん)その他こイlらに類するものの吹込
みや漏入による損害
●引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任
●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)
0通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用
途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
0別記「補償対象外となる主な『受託物』」の損害

など

賠
償
責
任
補
償
特
約

契約概要のこ説明(職業訓練生羮害1傷害保険)

補償対象外となる主な「受託物」

●通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計
書、図案、証書、帳簿その他こイlらに類する物
0貴金属、宝石、書画、骨菫(とう)、彫亥」、美術品その他これらに類する物
●船舶l圧 1)、 航空機およびこれらの付属品
0銃砲、刀父」その他これらに類する物
●被保険者が別表に掲げる運動等を行つてしヽる間のその運動等のための
用具
0動物、植物等の生物
●建物(注a
●門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
●公序良俗に反する物

(注 1)船舶には、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注 2)建物には、次に掲げるものを含みます。
ア畳または建具類
イ建物に定着 l圧9してぃる配線 配管、電気、通信、ガス、給排水、衛
生、消火、暖房・冷房設備、エレベーター、リフトその他の付属設備
ウ建物に定着(注9してぃる設備と機能上分離できなしヽガス設備の給湯器、
暖房冷房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備装置
工浴槽、流し、ガス合、調I里台、棚その他これらに類する物のうち建物
に定着 l′工0してしヽる物

(注3)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しな
ければ容易に取りはすせない状態をいいます。

補償対象外となる運動等

山岳登はん凶 )、 リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機 l′主a操縦∝0、 ス
カイダイビング、八ンググライダー搭乗、超軽量動力機 l′工つ搭乗、ジャイロプ
レーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、八ンマー等の登山用具
を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。

(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーター八ンググライダー、マイクロライト機、ウ
ルトラライト機等をいしヽ、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力
機は含みません。

保険期間の設定について

注意喚起情報のこ説明(職業訓練生災害傷害保険)

①訓練開始日の前日までに申込(=払込)さイ1た場合、訓練開始日が保険責任開始日となります。(下記「◎例 1」 こ確認)
②訓練開始日以降に申込(=払込)まれた場合、保険責任開始日|よ申込日(払込日)の翌日となります。(下記「◎例2」こ確認)
③保険の終了日は、訓練の最終日となります。ただし、訓練のカリキュラム終了や中途で退校した時点で、保険の効力は消失します。(司‖練中の保険であるため)

―

訓練期間         保険期間

◎例1払込票にて4/2に申込(払込)、 訓練開始日が4/8の場合 ◎例2勃 1練開始日は4/8だが、払込票にて4/9に申込 (払込)の場合

4/2払込 4/9払込4/8訓練開始 4/104/8訓練開始 (入校式を含みます)

払込
保険責任開始 保険責任開始

( ノ

保険責任開始日は下記のとおりとなります。
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保険期1間 (=訓練期1間)と保1険料こ注意 加入後の選校につい.て

○保険期間が1年超で、下表に記載のなしヽ保険期間となる場合は、別途お問い合わせください。(1か月単位で保険料が異なります。)
○保険期間は、保険開始日から訓練終了日までとします。下記をこ参照ください。

退校または解約される際、保険期間が3か月以上残つて
いる場合には、解約手続きが可能です。学校より「解約・退

校通知書 (兼)返還保険料振込指定書」をお取り寄せのう

え、遅滞なくこ送付ください。

(注)ここでいう加入保険期間と|よ、こ加入時にお支払しヽしヽただく保険料に応じた保険期間をしヽいます。また、保険期間が 1ダ〕`月を超える場合
は、1か月未満の端日数を1か月として計算した、1か月単位の保険期間をいいます。

(ご加入時の保険料)T(既経過保険料)=解約返れい金

既経過保険料は 1,〕 月`未満の端日数については1か月として計算します。

※解約返れい金は未経過期間分よりも少なくなります。解約返れい金のお振込は「解約退校通矢[書」を受付した日の属する月の翌々月末となります。

0「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によつて身体に被つた傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔
がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとつて予
知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用による
こと、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有蕗物質を偶然かつ一時に吸
入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次の
いずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス1生食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療Xの効果が医学上期待できない状態であつて、被保
険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大
な障害に至つたものまたは身体の一部の欠損をしヽいます。ただし、被保険
者が症状を訴えている場合であつても、そイ1を裏付けるに足りる医学的
他覚所見Xのないものを除きます。
●「入院」とは、自宅等での治療Xが困難なため、病院または診療所に入り、
常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通しヽ、または往診により、治療を受ける
ことをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受
領等のためのものは含みません。
●「ケガを被つた所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔画等は含ま
れません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、犠骨、尺骨、大腿骨、麗骨および脇F骨をいいます。以下同
様とします。)または脊柱
。長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足目および
それらより指先側は含まれません。)。 ただし、長箇骨を含めギプス等※σ
固定具を装着した場合に限ります。              ヶ

肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲目は含まれません。)。 ただし、体幹部にギプス等の
固定具を装着した場合に限ります。
●「提供物」とは、被保険者が職業訓練に伴つて提供した財物をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他こ
れらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同
程度の安静を保つために用いるものをいい、パストノヽンド、軟性コルセッ
ト、サポーター、頸(け しヽ)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれま
せん。)をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条 (酒気帯び運転等の禁止)第 1
頃に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱
その他これらに類似の事変をいいます。
●「頸dナい)吝Б症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査
等により認められる異常所見をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「誤聴(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤つて気管内に入ることをしヽい
ます。
0「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をしヽいます。
0「酉己偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていなしヽが事実上
婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「受託物」とは、被保険者が職業訓練に伴つて占有、使用または管理する
他人の財物をいしヽます。

〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社への邑連絡〉
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保

険会社までこ連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくこ案内
いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以
内にこ連絡がない場合、もしくは知つている事実を告げなかった場合、ま

たは事実と異なることを告lナた場合は、引受保険会社はそれによつて被つ

た損害の額を差し引いて保険金をお支払しヽすることがあります。

<示談交渉は必ず引受保険会社とB椙談いただきながらおすすめくださしヽ。>
0この保険では、保険会社が被保険者に代わつて損害賠償請求権者との示
談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が

損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、事前に引受保険会社へこ

相談ください。

なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得なしヽで損害賠償責任を認めた
り、損害賠償金等を支払われた場合には、引受保険会社が損害賠償責任
がないと認めた額等が保険金から差し引かイlることがありますのでこ注
意ください。

(保険金支払いの履行期〉
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類 (キ 1)をこ提出いただいてから

その日を含めて80日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項
の確認eaを終えて保険金をお支払しヽします。●3)

(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のこ請求時にこ提出しヽただく書
類」をこ参照ください。代理請求人が保険金を請求さイlる場合は、被保
険者が保険金を請求できなしヽ事1青を示す書類をこ提出しヽただきます。

(*虚 )保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしなしヽ事由の

有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会

社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項を
いいます。

(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の
照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用さ

れた被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合に
は、普通保険約款 特約に定める日数までに保険金をお支払いします。
この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終え
る時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通矢[します。

(保険金のこ請求時にこ提出し`ただく書類〉
●被保険者または保険金を受け取るべき方 (これらの方の代理人を含みま

す。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める

書類をご提出いただきます。こ不明な点については、代理店 扱者または

引受保険会社までお間い合わせくださしヽ。

【こ提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
。引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・職業訓練校の長が発行する事故証明書
・職業訓練校の長が発行する休校証明書または事業所の責任者の欠勤証明書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資

料 (住民票、健康保険証(写)等 )
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する

書類およびその他これらに類する書類

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をこ提出いただくよ

うお願いすることがあります。

(代理請求人について)     '
0高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を
請求できなしヽ事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理

人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居
または生計を共にする配偶者(*)等 (以下「代理請求人」としヽいます。詳細
は(注 )をこ参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は

代理店・扱者または引受保険会社までお間しヽ合わせください。また、△白
容については、代理請求人となられる方にも必すこ説明ください。

(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者僻)」

②上記①に該当する方がしヽないまたは上記①に該当する方に保険金

を請求できなしヽ事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいなしヽまたは上記①、②に該当する方に

保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者●判または「上記②以外の3親等内の親族」

(*)法律上の配偶者に限ります。

(その他)

0次のいすイ1かに該当する場合、こ契約いただける死亡 後遺障害保険金
額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」住)と通算して、被保険者 1

名につき1,000万円が上限となりますのでこ注意ください。
①始期日時点で被保険者が満 15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満 15才以上)が異なる場合で、その被保険者
の同意(署名)が引受保険会社所定の書面にないとき

0「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)がある場合は、払込取扱票

(兼加入申込票)の「他の保険契約等」欄に必すこ記入ください。

(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、被保険者が同一であ

り、パーソナル生活補償保険、普通傷害保険等の身体のケガに対して

保険金が支払われる他の保険契約等をしヽい、積立保険を含みます。

また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含
みます。

●死亡保険金受取人 lよ民法で定める被保険者の法定相続人となります。

(その他の方をこ指定になる場合は、代理店・扱者までこ連絡くださしヽ。)
0お客さまのこ加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保

険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、こイ1らの保

険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営す
る契約内容登録制度への登録を実施しております。

○別紙「払込取扱票 (兼加入申込票)」に必要事項をご記入のうえ、必す郵便局にてお手続きください。
(保険料払込時には、払込手数料は払込人負担となります。)  と
○お手続きは、郵便局窓口もしくは郵便局ATMからのお振込みにてお願いします。
郵便局ATMこ利用の場合は必す「払込取扱票 (兼方田入申込票)でのこ送金」を選択してからお手続きください。
○ゆうちょ通帳アプリをこ使用の場合は「払込書払い」を選択してお手続きください。

3

(加入保険期間滓 )… (既経過保険期間)〓 3か月以上

7日間まで  1 1,400円
15日 間まで 1,550円
1か月間まで 1 1,900円
2か月間まで 2,500円
3か月間まで 3「 100円
4か月間まで 1 3〕 フ00円

5か月間まで 1 4,300円

保険期間 保険料

6か月間まで 4,900円
7か月間まで 5,550円
8か月間まで 6〕 150円
9か月間まで 6,750円
10か月間まで | フコ350円
11か月間まで | フコ950円
1年間まで 8,550円

保険期間 保険料

1年6か月  1 12コ 200円
1年9か月  1 14コ 000円
1年10か月  1 14,600円
1年11か月 15コ250円
2年間    1 15,850円

23「 100円3年間

4年間 30コ300円

保険料保険期間

退校日     2025年 12月 28日
加入保険期間∝)2025年 4月 8日～2026年 3月 13日  1年間
既経過保険期間 2025年 4月 8日～2025年 12月 28日 8か月21日

1年-8か月21日⇒3か月以上

解約1返れいできる場合1炉J

退校日

加入保険期間∝)

既経過保険期間

2026年 1月 8日
2025年 4月8日～2026年 3月 13日
2025年4月8日～2026年 1月 8日

1年-9か月1日⇒3か月未満

1年間

9か月1日

解約返れいできない場合1万J

＾
　
　
●

◎保険開始国が4月 8国の場合 :翌月応当日の前日までを 1か月とします。
・訓練終了日が5月 7日までの場合…保険期間は1か月(保険料 1,900円 )
・訓練終了日が5月 8日までの場合…保険期間は2か月(保険料2,500円 )となります。
*保険開始時亥」は0時、終了時亥」は24時となつていることから、4月 8日 O時～5月フ日24時までが1か月間となります。
*保険期F口]が 1か月を超える場合は、1か月を単位とした保険料とします。またその場合、1か月未満の端日数を1か月として計算します。

【保 険 料 計 算 時 の こ注 意 】 *保険料が不足している場合、保険金が支払われないことがありますのでこ注意ください。 解約返れい金の計算

※印の1用1語のこ説明

加入方法

◆申込内容が把握できないため、「ゆうちょ口座間のこ送金」や「インターネットでのお振込み」は行わないでください。
◆原則として入校後14日を過ぎた方はこ加入ができません。訓練開始国の前日までにお手続きください。

注意事項

4



保険期1間 (=訓練期1間)と保1険料こ注意 加入後の選校につい.て

○保険期間が1年超で、下表に記載のなしヽ保険期間となる場合は、別途お問い合わせください。(1か月単位で保険料が異なります。)
○保険期間は、保険開始日から訓練終了日までとします。下記をこ参照ください。

退校または解約される際、保険期間が3か月以上残つて
いる場合には、解約手続きが可能です。学校より「解約・退

校通知書 (兼)返還保険料振込指定書」をお取り寄せのう

え、遅滞なくこ送付ください。

(注)ここでいう加入保険期間と|よ、こ加入時にお支払しヽしヽただく保険料に応じた保険期間をしヽいます。また、保険期間が 1ダ〕`月を超える場合
は、1か月未満の端日数を1か月として計算した、1か月単位の保険期間をいいます。

(ご加入時の保険料)T(既経過保険料)=解約返れい金

既経過保険料は 1,〕 月`未満の端日数については1か月として計算します。

※解約返れい金は未経過期間分よりも少なくなります。解約返れい金のお振込は「解約退校通矢[書」を受付した日の属する月の翌々月末となります。

0「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によつて身体に被つた傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔
がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとつて予
知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用による
こと、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有蕗物質を偶然かつ一時に吸
入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次の
いずれかに該当するものを含みません。
①細菌性食中毒 ②ウイルス1生食中毒
(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。
●「後遺障害」とは、治療Xの効果が医学上期待できない状態であつて、被保
険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大
な障害に至つたものまたは身体の一部の欠損をしヽいます。ただし、被保険
者が症状を訴えている場合であつても、そイ1を裏付けるに足りる医学的
他覚所見Xのないものを除きます。
●「入院」とは、自宅等での治療Xが困難なため、病院または診療所に入り、
常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
●「通院」とは、病院もしくは診療所に通しヽ、または往診により、治療を受ける
ことをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受
領等のためのものは含みません。
●「ケガを被つた所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔画等は含ま
れません。)をいいます。
・長管骨(上腕骨、犠骨、尺骨、大腿骨、麗骨および脇F骨をいいます。以下同
様とします。)または脊柱
。長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足目および
それらより指先側は含まれません。)。 ただし、長箇骨を含めギプス等※σ
固定具を装着した場合に限ります。              ヶ

肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲目は含まれません。)。 ただし、体幹部にギプス等の
固定具を装着した場合に限ります。
●「提供物」とは、被保険者が職業訓練に伴つて提供した財物をいいます。
●「医師」とは、被保険者が医師の場合は、被保険者以外の医師をいいます。
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他こ
れらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同
程度の安静を保つために用いるものをいい、パストノヽンド、軟性コルセッ
ト、サポーター、頸(け しヽ)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれま
せん。)をいいます。
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条 (酒気帯び運転等の禁止)第 1
頃に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。
●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱
その他これらに類似の事変をいいます。
●「頸dナい)吝Б症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
●「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査
等により認められる異常所見をいいます。
●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
●「誤聴(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤つて気管内に入ることをしヽい
ます。
0「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をしヽいます。
0「酉己偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていなしヽが事実上
婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「受託物」とは、被保険者が職業訓練に伴つて占有、使用または管理する
他人の財物をいしヽます。

〈保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社への邑連絡〉
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保

険会社までこ連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくこ案内
いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以
内にこ連絡がない場合、もしくは知つている事実を告げなかった場合、ま

たは事実と異なることを告lナた場合は、引受保険会社はそれによつて被つ

た損害の額を差し引いて保険金をお支払しヽすることがあります。

<示談交渉は必ず引受保険会社とB椙談いただきながらおすすめくださしヽ。>
0この保険では、保険会社が被保険者に代わつて損害賠償請求権者との示
談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が

損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、事前に引受保険会社へこ

相談ください。

なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得なしヽで損害賠償責任を認めた
り、損害賠償金等を支払われた場合には、引受保険会社が損害賠償責任
がないと認めた額等が保険金から差し引かイlることがありますのでこ注
意ください。

(保険金支払いの履行期〉
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類 (キ 1)をこ提出いただいてから

その日を含めて80日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項
の確認eaを終えて保険金をお支払しヽします。●3)

(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のこ請求時にこ提出しヽただく書
類」をこ参照ください。代理請求人が保険金を請求さイlる場合は、被保
険者が保険金を請求できなしヽ事1青を示す書類をこ提出しヽただきます。

(*虚 )保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしなしヽ事由の

有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会

社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項を
いいます。

(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の
照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用さ

れた被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合に
は、普通保険約款 特約に定める日数までに保険金をお支払いします。
この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終え
る時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通矢[します。

(保険金のこ請求時にこ提出し`ただく書類〉
●被保険者または保険金を受け取るべき方 (これらの方の代理人を含みま

す。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める

書類をご提出いただきます。こ不明な点については、代理店 扱者または

引受保険会社までお間い合わせくださしヽ。

【こ提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
。引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・職業訓練校の長が発行する事故証明書
・職業訓練校の長が発行する休校証明書または事業所の責任者の欠勤証明書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資

料 (住民票、健康保険証(写)等 )
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する

書類およびその他これらに類する書類

事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をこ提出いただくよ

うお願いすることがあります。

(代理請求人について)     '
0高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を
請求できなしヽ事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理

人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居
または生計を共にする配偶者(*)等 (以下「代理請求人」としヽいます。詳細
は(注 )をこ参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は

代理店・扱者または引受保険会社までお間しヽ合わせください。また、△白
容については、代理請求人となられる方にも必すこ説明ください。

(注)①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者僻)」

②上記①に該当する方がしヽないまたは上記①に該当する方に保険金

を請求できなしヽ事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいなしヽまたは上記①、②に該当する方に

保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者●判または「上記②以外の3親等内の親族」

(*)法律上の配偶者に限ります。

(その他)

0次のいすイ1かに該当する場合、こ契約いただける死亡 後遺障害保険金
額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」住)と通算して、被保険者 1

名につき1,000万円が上限となりますのでこ注意ください。
①始期日時点で被保険者が満 15才未満の場合
②保険契約者と被保険者(満 15才以上)が異なる場合で、その被保険者
の同意(署名)が引受保険会社所定の書面にないとき

0「同種の危険を補償する他の保険契約等」(*)がある場合は、払込取扱票

(兼加入申込票)の「他の保険契約等」欄に必すこ記入ください。

(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、被保険者が同一であ

り、パーソナル生活補償保険、普通傷害保険等の身体のケガに対して

保険金が支払われる他の保険契約等をしヽい、積立保険を含みます。

また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含
みます。

●死亡保険金受取人 lよ民法で定める被保険者の法定相続人となります。

(その他の方をこ指定になる場合は、代理店・扱者までこ連絡くださしヽ。)
0お客さまのこ加入内容が登録されることがあります。
損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保

険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、こイ1らの保

険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営す
る契約内容登録制度への登録を実施しております。

○別紙「払込取扱票 (兼加入申込票)」に必要事項をご記入のうえ、必す郵便局にてお手続きください。
(保険料払込時には、払込手数料は払込人負担となります。)  と
○お手続きは、郵便局窓口もしくは郵便局ATMからのお振込みにてお願いします。
郵便局ATMこ利用の場合は必す「払込取扱票 (兼方田入申込票)でのこ送金」を選択してからお手続きください。
○ゆうちょ通帳アプリをこ使用の場合は「払込書払い」を選択してお手続きください。

3

(加入保険期間滓 )… (既経過保険期間)〓 3か月以上

7日間まで  1 1,400円
15日 間まで 1,550円
1か月間まで 1 1,900円
2か月間まで 2,500円
3か月間まで 3「 100円
4か月間まで 1 3〕 フ00円

5か月間まで 1 4,300円

保険期間 保険料

6か月間まで 4,900円
7か月間まで 5,550円
8か月間まで 6〕 150円
9か月間まで 6,750円
10か月間まで | フコ350円
11か月間まで | フコ950円
1年間まで 8,550円

保険期間 保険料

1年6か月  1 12コ 200円
1年9か月  1 14コ 000円
1年10か月  1 14,600円
1年11か月 15コ250円
2年間    1 15,850円

23「 100円3年間

4年間 30コ300円

保険料保険期間

退校日     2025年 12月 28日
加入保険期間∝)2025年 4月 8日～2026年 3月 13日  1年間
既経過保険期間 2025年 4月 8日～2025年 12月 28日 8か月21日

1年-8か月21日⇒3か月以上

解約1返れいできる場合1炉J

退校日

加入保険期間∝)

既経過保険期間

2026年 1月 8日
2025年 4月8日～2026年 3月 13日
2025年4月8日～2026年 1月 8日

1年-9か月1日⇒3か月未満

1年間

9か月1日

解約返れいできない場合1万J

＾
　
　
●

◎保険開始国が4月 8国の場合 :翌月応当日の前日までを 1か月とします。
・訓練終了日が5月 7日までの場合…保険期間は1か月(保険料 1,900円 )
・訓練終了日が5月 8日までの場合…保険期間は2か月(保険料2,500円 )となります。
*保険開始時亥」は0時、終了時亥」は24時となつていることから、4月 8日 O時～5月フ日24時までが1か月間となります。
*保険期F口]が 1か月を超える場合は、1か月を単位とした保険料とします。またその場合、1か月未満の端日数を1か月として計算します。

【保 険 料 計 算 時 の こ注 意 】 *保険料が不足している場合、保険金が支払われないことがありますのでこ注意ください。 解約返れい金の計算

※印の1用1語のこ説明

加入方法

◆申込内容が把握できないため、「ゆうちょ口座間のこ送金」や「インターネットでのお振込み」は行わないでください。
◆原則として入校後14日を過ぎた方はこ加入ができません。訓練開始国の前日までにお手続きください。

注意事項

4



0こ加入に際して特にこ確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。こ加入される前に必ずお読みいただき、こ加入くださいますようお願いい
たします。
0この書面!よこ加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。こ加入の内容は、職業訓練生災害傷害保険普通保険約款特約等によつて定ま
ります。ご不明な点につしヽては、代理店扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行。こ契約の管理な
どの業務を行つてしヽます。したがつて、代理店または社員と契約され有効に成立したこ契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

0この保険は中央職業能力開発協会が保険契約者となる包括契約です。
(2025年4月 1日 O時から2026年 3月 31日 24時までの間に訓練を開
始する方の申込を対象とします。)被保険者が保険料を負担される場合、
保険契約者が保険料をとりまとめのうえ保険会社に払い込みます。なお、
保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかつた場合には、保険
契約が解除され保険金が支払わイ1ないことがあります。また、保険契約者
または被保険者がこ加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保
険料を保険契約者に返還します。
0この制度でお申込人および被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲
は、職業能力開発促進法に定める職業訓練を受ける方です。なお、被保険
者の交代はできません。
0この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同イ呆険契約です。それ
ぞイlの引受保険会社は、引受害」合に応じて、連帯することなく単独別個に
保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社とし
て他の引受保険会社の業務および事務の代I里・代行を行います。引受保険
会社およびその引受割合は次のとおりです。

]、 商品の仕組みおよびgt受条件等

(1)商品の仕組み
0職業訓練生総合保険(職業訓練生災害傷害保険普通保険約款 賠償
責任補償特約)は、被保険者(補償の対象者)である訓練生の皆さま
が職業訓練中 通校途上において事故によリケガをされた場合、およ
び、約款所定の事故により過つて他人に損害を与え法律上の損害賠
償責任を負つた場合に保険金をお支払いします。

●被保険者(補償の対象者)につしヽて

お申込みいただいた職業訓練生の方こ本人が被保険者 (補償の対象
者)となります。

(2)補償内容
保険金をお支払しヽする場合は本パンフレットのとおりです。詳細は普通
保険約款・特約に基づきます。

①保険金をお支払しヽする場合(支払事由)と保険金のお支払額
本パンフレットをこ参照くださしヽ。

②保険金をお支払いしなしヽ主な場合(主な免責事由)
本パンフレットをこ参照ください。なお、詳細は普通保険約款,特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。

(3)セットできる主な特約およびその概要
本パンフレットをこ参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款 特
約に基づきます。

(4)保険期間
本ノくンフレットをこ参照ください。お客さまが実際にこ加入いただく保険
期間については、払込取扱票(兼加入申込票)の保険期間欄にてこ確認
ください。     、

1.クーリングオフ説明書(こ契約のお申込みの撤回等)
この保険は中央職業能力開発協会が保険契約者となる包括契約であること
からクーリングオフの対象となりません。

2.告知義務・通知義務等
(1)告知義務 (晉加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店扱者には告矢[
受領権があります。告矢[義務とは、こ加入時に告知事項について、事実

三井住友海上 (幹事会社):フ220/o 東京海上日動:1110/0
損害保険ジャパン 1100/。  あいおいニッセイ同和損保:5フ 0/O
〈経営破綻した場合等の保険契約者の保護について〉
●引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状
況の変化によつて、こ加入時にお約束した保険金 解約返れい金等のお支
払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
●損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損
害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保
険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻
した場合でも、次のとおり補償されます。
・保険期間1年以内の場合は保険金、解約返イ1い金等は800/oまで補償さ
れます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発
生した事故による保険金は1000/o補償されます。
・保険期間1年超4年以内の場合は保険金、解約返イ1し 金ヽ等は900/oま で補
償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は1000/O補償さ
れます。

(5)引受条件
お客さまが実際にこ加入いただく保険金額につきましては、本パンフ
レットの「保険金の種類と内容」および普通保険約款 特約等にてこ確認
ください。

2.保険料
保険料は保険期間等によつて決定されます。お客さまが実際にと加入いただ
く保険料につきましては、本パンフレットの保険料欄にてこ確認ください。
詳しくは代理店・扱者または引受保険会社までお間い合わせください。

3.保険料の払込方法について
本パンフレットをこ参照ください。

4.満期返れい金。契約着配当金
この保険には溺期返れい金 契約者配当金はありません。

5.角翠約返才孔い金の有無
こ加入の脱退(解約)に際しては、こ加入時の条件により、保険期間のうち未
経過であつた期間が3か月以上残つている場合には、未経過分の保険料を解
約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込み
いただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をこ請求する場合があ
ります。追加で請求したにもかかわらす、その払込みがない場合は、こ契約を
解除することがあります。「注意喚起情報のこ説明」の「フ解約と解約返れい
金」をこ参照ください。

を正確に矢[らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を

求めるもので、払込取扱票 (兼加入申込票)に記載された内容のうち、
「◎」印がついている項目のことです。この項目について、故意または
重大な過失によつて告矢lがなかつた場合や告矢[した事項が事実と異な
る場合には、こ加入を解除し、保険金をお支払いできなしヽことがありま
す。払込取扱票 (兼加入申込票)の記載内容を必すこ確認ください。

※印を付した用語については、3ページの「※印の用語のこ説明」をこ覧くださしヽ。

〈別表〉

○本保険制度においては、訓練開始日から訓練最終日を保険期間とする加入を基本としています。
従いまして、インタ…ンンップや校外実習等指定の期間だけの加入はできませんのでこ注意ください。

0こ加入に際して被保険者にとつて不利益になる事項等、特にこ注意しヽただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。こ加入される前に必ずお読
みいただき、こ加入くださいますようお願いいたします。
0この書面はこ加入に関するすべての内容を記載してしヽるものではありません。こ加入の内容は、職業訓練生災害傷害保険普通保険約款特約等によつて定
まります。こ不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせくださしヽ。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有しこ保険契約の締結保険料の領収・保険料領収証の発行C契約の管理な
どの業務を行つてしヽます。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したこ契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
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保険金をお支払いしない主な場合

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または
重大な過失によるケガ※

0自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
0自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての
運転中のケガ
●脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
0妊娠、出産、早産または流産によるケガ
0外科的手術その他の医療処置によるケガ(31受保険会社が保険金を支払う
べきケガの治療※によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
0戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(云□行為によるケガは、条件
付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象

となります。)
0核燃料物質等の放射性、爆発性等によるケガ(ただし、被保険者が核燃料物質
等またはこれらを使用する装置を用いて行う研究,実験活動に従事している間
については、保険金をお支払いします。)
●原因がいかなるときでも、頸9すい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合
に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見Xのないもの
●入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによつて生
じた場合に|よ、保険金をお支払いします。)
0原因がしヽかなるときでも、誤疎(えん)※によつて生じた肺炎

など
(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒lよ、補償の対象にはなりません。

傷
害
保
険

重要事項のこ説明|

【共通】
0法律上の賠償責任が生じない事故
0保険契約者または被保険者の故意
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による賠償責任
0被保険者の心神喪失に起因する賠償責任
0車両の所有、使用に起因する賠償責任
●航空機、船舶、銃器の所有、使用、管理に起因する賠償責任
●被保険者の職務遂行に直接起因する賠償責任G‖練の一環で行う作業は
職務遂行に該当しません)
0ソフトウエア、データ等の無体物の破損に対する賠償責任
0戦争、その他の変乱※、暴動による損害
0地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性、爆発性等による損害
●情報漏えいに起因する賠償責任
0被保険者の配偶者※、被保険者またはその配偶者と同居の親族※、被
保険者またはその配偶者と別居の未婚Xの子に対する賠償責任
0被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合
で、その約定により加重された賠償責任
【(一般)賠償責任】
●提供物Xまたは職業訓練の結果が、所期の効能 性能を発揮できな
かつたことに起因する賠償責任 (ただし、提供物の本来意図しなかつた
悪影響による事故については、保険金をお支払いします。)

0提供物の欠陥による提供物自体の破損に対する賠償責任
●被保険者が故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売
または提供した提供物に起因する賠償責任
【受託物賠償責任】
0被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
0自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての
運転中の事故による損害
●被保険者に引き渡さイ1る以前から受託物に存在した欠陥
0公権力の行使 (差し押え・没収・破壊等)による損害
●受託物に発生した自然発火または自然爆発
●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故 機械的事
故(故障等)による損害
0自然の消未毛、劣化、性質による変色 さび かび 腐敗・ひび害」イ1・はが
れ 発酵 自然発熱、ねすみ食い、虫食い、欠陥等による損害
●風、雨、雪、雹 (ひょう)、砂塵 (じん)その他こイlらに類するものの吹込
みや漏入による損害
●引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任
●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)
0通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用
途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任
0別記「補償対象外となる主な『受託物』」の損害

など

賠
償
責
任
補
償
特
約

契約概要のこ説明(職業訓練生羮害1傷害保険)

補償対象外となる主な「受託物」

●通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、稿本、設計
書、図案、証書、帳簿その他こイlらに類する物
0貴金属、宝石、書画、骨菫(とう)、彫亥」、美術品その他これらに類する物
●船舶l圧 1)、 航空機およびこれらの付属品
0銃砲、刀父」その他これらに類する物
●被保険者が別表に掲げる運動等を行つてしヽる間のその運動等のための
用具
0動物、植物等の生物
●建物(注a
●門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
●公序良俗に反する物

(注 1)船舶には、ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注 2)建物には、次に掲げるものを含みます。
ア畳または建具類
イ建物に定着 l圧9してぃる配線 配管、電気、通信、ガス、給排水、衛
生、消火、暖房・冷房設備、エレベーター、リフトその他の付属設備
ウ建物に定着(注9してぃる設備と機能上分離できなしヽガス設備の給湯器、
暖房冷房設備の室外機その他これらに類する関連付属の設備装置
工浴槽、流し、ガス合、調I里台、棚その他これらに類する物のうち建物
に定着 l′工0してしヽる物

(注3)定着とは、ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しな
ければ容易に取りはすせない状態をいいます。

補償対象外となる運動等

山岳登はん凶 )、 リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機 l′主a操縦∝0、 ス
カイダイビング、八ンググライダー搭乗、超軽量動力機 l′工つ搭乗、ジャイロプ
レーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注 1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、八ンマー等の登山用具
を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。

(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーター八ンググライダー、マイクロライト機、ウ
ルトラライト機等をいしヽ、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力
機は含みません。

保険期間の設定について

注意喚起情報のこ説明(職業訓練生災害傷害保険)

①訓練開始日の前日までに申込(=払込)さイ1た場合、訓練開始日が保険責任開始日となります。(下記「◎例 1」 こ確認)
②訓練開始日以降に申込(=払込)まれた場合、保険責任開始日|よ申込日(払込日)の翌日となります。(下記「◎例2」こ確認)
③保険の終了日は、訓練の最終日となります。ただし、訓練のカリキュラム終了や中途で退校した時点で、保険の効力は消失します。(司‖練中の保険であるため)

―

訓練期間         保険期間

◎例1払込票にて4/2に申込(払込)、 訓練開始日が4/8の場合 ◎例2勃 1練開始日は4/8だが、払込票にて4/9に申込 (払込)の場合

4/2払込 4/9払込4/8訓練開始 4/104/8訓練開始 (入校式を含みます)

払込
保険責任開始 保険責任開始

( ノ

保険責任開始日は下記のとおりとなります。
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保険金の種類と内容

※印を付した用語については、3ページの「※印の用語のこ説明」をこ覧ください。

○(一般)賠償責任と受託物賠償責任の区別は、下記の「保険金をお支払しヽする場合」をこ覧くださしヽ。

【告知事項】
■他の保険契約等←)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、パーソナル生活補償保

険、普通傷害保険等をいい、いすれも積立保険を含みます。また、他
の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。

(2)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)
■こ加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくこ加入の

代理店扱者または引受保険会社までこ連絡ください。こ連絡がない場

合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分こ注意く

ださい。
【通知事項】

①被保険者の在籍期間が変更された場合

②被保険者が予定在籍期間の中途において退校した場合
■ひ加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ひ契約内容の変更

等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社まで
ひ連絡ください。

(3)その他の注意事項

■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合計して5万
円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、払込取扱票 (兼

加入申込票)の保険金請求歴欄にその内容を必す記入してください。

(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、被保険者が同一であ

り、パーソナル生活補償保険、普通傷害保険等の身体のケガに対して

保険金が支払われる他の保険契約等をしヽい、積立保険を含みます。ま

た、他の保険会社等における契約、共済契約等を含みます。
■保険金受取人について

■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいすれんЧこ該当すると

きは、被保険者は保険契約者にこの保険契約僻)の解約を求めることができま

す。この場合、保険契約者はこの保険契約←)を解約しなければなりません。

①この保険契約←)の被保険者となることについて、同意していなかつた場合

②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当す

る行為があつた場合
,引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生さ
せ、または発生させようとしたこと。
・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の

反社会的勢力に該当する場合
④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく週大とな

り、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。

③②～④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(→の

存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約僻)

の被保険者となることについて同意した事情に著ししヽ変更があつた場合
また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができま

す。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。

(*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
■複数のこ契約があるお客さまヘ

特約などのこ加入にあたつては、補償内容が同様の保険契約(職業訓練生

災害傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や引受保険会社以外の

保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがありま
す。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、しヽすれ
のイ呆険契約からでも補償さイlますが、損害の額等によつてはいずれか一方
の保険契約からは保険金が支払われなしヽ場合があり、保険料が無駄にな
ることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を

半」断のうえ、こ加入くださしヽ。

(注)複数あるこ契約のうち、これらの特約を1つのこ契約のみにセットして
いる場合、こカロ入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居ヘ

の変更等)により被保険者が補償の対象外となつたとき等は、特約の
補償がなくなることがありますのでこ注意ください。

8.縮償の聞姶時期
保険責任は、保険期間の初日の午前0時に開始します。保険料は、本パンフ
レット記載の方法により払込みください。本パンフレット記載の方法により保
険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まつた後であつても、保
険金をお支払いしません。

総.保険金を硲支まムい鼈′惑い壷声c員場合 (菫な免責夢自)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
本パンフレットをこ参RRください。なお、保険金を支払わない場合の詳細

は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されて

おりますのでこ確認ください。
(D)重大事由による解除

次のことがある場合は、こ契約を解除し、保険金をお支払いできなしヽこと

があります。

①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会

社に保険金を支払わせることを目的としてケガ等を発生させ、または

発生させようとしたこと。

②被保険者またlよ保険金を受け取るべき方が、保険金の請求につしヽて詐

欺を行い、または行おうとしたこと。

③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係

者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。

④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大と

なり、保険制度の目的に反する状態がもたらさイlるおそイ1があること。

⑤上記のほか、①～④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契

約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。

謬,保険綿の才ム込J酋矛期間等の取扱しヽ
保険料は、本パンフレット記載の方法により払込みください。本パンフレット記

載の方法により保険料を払込みいただけなしヽ場合には、保険金をお支払いで

きないことがあります。また、こ契約を解除させていただくことがあります。

G瑛動について
こ加入後に被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となりま
す。なお、死亡保険金をお支払いする場合に該当しない事由の死亡による失
効のときは、保険期間が3か月以上残つている場合、未経過期間分の保険料
を返還します。

フ.解約と解約返れい金

こ加入を中途で脱退(解約)される場合は、こ加入の代理店扱者または引受
保険会社までお申出ください。
・中途脱退もしくは退校された場合で、保険期間が3か月以上残つている場合
は解約返れい金を返還させてしヽただきます。ただし、解約返れい金は原則と
して未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じ

て払込みいただくべき保険料について、追

加のこ請求をさせていただくことがあります。

8.l黒険会社破縫時等の取扱 しヽ

本パンフレット5ページをこ参照ください。

9H個人情華晨の取扱 しヽ 1こ電〕いて

本パンフレットフページをこ参照ください。

未経過期間

― ―
、

始期日  解約日   満期
|

保険期間

日

(注 1)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡。後遺障害保険

金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた額をお

支払いします。また、保険期間を通じてお支払いする後遺障害保険金

は、2,200万円が限度となります。
(注2)政府労災保険に準じた等級区分ことに定められた保険金支払害」合
で、後遺障害保険金をお支払いします。

(注 3)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお
治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日

からその日を含めて 181日 目における医師※の診断に基づき後遺障
害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。

(注4)同一の部位に後遺障害※を加重された場合は、既にあった後遺障害に
対する保険金支払害」合を控除して、保険金をお支払いします。

(注 5)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院※に
対しては入院保険金をお支払しヽしません。また、お支払いする入院の

日数は180日が限度となります。
(注 6)入院保険金をお支払いする期間中にさらに入院保険金の「保険金を
お支払いする場合」に該当するケガ※を被つた場合は、入院保険金を

重ねてはお支払いしません。

(注フ)通院※されない場合で、骨折、脱自、靭 (じん)帯損傷等のケガを被つた

所定の部位※を固定するために医師※の指示によリギプス等※を常時

装着したときは、その日数について通院したものとみなします。

(注8)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院※に
対しては通院保険金をお支払いしません。また、お支払いする通院の

日数は90日が限度となります。
(注9)入院保険金をお支払しヽする期間中に通院※された場合は、通院保険
金をお支払いしません。

(注 ]0)通院保険金をお支払いする期間中にさらに通院保険金の「保険金
をお支払いする場合」に該当するケガ※を被つた場合は、通院保険金

を重ねてはお支払いしません。

●柔道整復師 (接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあ

たつては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払い

します。また、鍼 (はり)灸 (きゅう)マッサージなどの医療類似行為につい
ては、医師の指示に基づいて行わイ1た施術のみ、お支払いの対象となりま

す。

●天災危険補償特約がセットされているため、地震もしくは噴火またはこれ

らを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。

●熱中症危険補償特約がセットされているため、訓練中または通校途上に生

じた急激かつ外来による日射または熱射により被つた身体の障害につい

ても、傷害保険金をお支払いします。

6

保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額

死亡保険金
保険期間中の事故 (ただし、訓練中また |よ通校途上の事故)による
ケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に
死亡された場合

死亡保険金

2,200万円∝け

後遺障害保険金
保険期間中の事故 (ただし、訓練中または通校途上の事故)による
ケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて 180日 以内に
後遺障害※が生じた場合

後遺障害保険金

程度に応じて
88万円～2,200万円に卜つ

入院保険金

保険期間中の事故 (ただし、訓練中また |よ通校途上の事故)による
ケガ※のため、入院※され、終日職業訓練また |よ就業のしヽすイ1も行う
ことができなしヽ状態にある場合 (一部でも訓練に参加した場合 |よ、

対象となりませんのでご注意ください。)

入院保険金日額5,000円
×

入院の日数儀5～0

通院保険金
保険期間中の事故 (ただし、訓練中また |よ通校途上の事故 )による
ケガ※のため、通院※された場合∝刀

通院保険金日額3,000円
×

通院の日数 (注8～ 10

傷
害
保
険
金

(一般)賠償責任
日本国内におしヽて、保険期間中に他人の身体に障害を与えたり、他人の
財物を破損させたりするなど、約款所定の事故により法律上の損害賠
償責任を負つた場合

支払限度額

3億円
(1事故あたり免責 1,OOO円 )

受託物賠償責任
日本国内におしヽて、保険期間中に受託物を破損させたりしたために
法律上の損害賠償責任を負つた場合

支払限度額

100万円
(1事故あたり免責 1,000円 )

賠
償
責
任
補
償
特
約

死亡保険金

。また、

ヽ

契約
ときは、

意を

こ

たヽ

上記以外 普通保険約款・特約に定めております。

保

ｉ険
金
受
取
人

黒
簗 |お支払いする.場合

【代理店・扱者】
有限会社中央労働サービス TELi03-6S00-フ 81フ
平日 ]O:OO～ 1 6iOO(年末年始は休業させていただきます。)

「三井住友海上お客さまデスク」0120‐ 632‐ 2フフ(,照料 )

チャットサポート声よどの各種サービス

https://― ms― ins com/contacも /cc/

こち―うから―アクセスできます。

事故にあわれた場合は学校とこ相談のうえ、
すみやかに下記事故受付センターヘこ連絡ください。

24時間865日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」

事故はしヽち早く

0120-258-189(無料)

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長宮の指定を受けた指定紛争

解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を

締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、
一般社団法人 日本損害保険協会にこ相談いただくか、解決の申し立てを

行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター

0570-022-308[ナ ビダイヤ ,レ (全国共通・通話料有料)]

受付時間[平日9:15～ ]フ iOO(上日祝日および年末年始を除きます)]
携帯電話からも利用できます。IP電話からは 03-4332-5241に おんЧナ
ください。
おんЧナ間違しヽここ注意ください。
詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをこ覧ください。
httpsi//、 -30np0 0rip/abOuも

/efFo「ts/ad「 /index html

この保険商品に関する.お問合わせは

=丼住友海上へのこ帽談・蓄情。お1間合わせは

万―、事故が起こうた場合 |よ

掲定紛争解決機関次に掲げる間に急激かつ偶然な外来の事故でケガ
※
をされた場

合、保険金をお支払いします。         イ

①学科、実技(実験、実習、演習を含む)、オンライン訓練中

②入校式、オリエンテーション、修了式などの行事参加中

③休憩時間中、クラブ活動中で職業訓練施設の管理下中

④技能検定試験等の各種試験受験中(ヨ‖練の一環として受験する場合)

⑤自宅、寄宿舎あるいは勤務先からの通校途上*
*通校途上とは「合理的な経路および方法により往復している間」をい
います。従つて経路を逸脱または中断した場合は、対象とはならない
場合がありますのでこ注意ください。

傷
害
保
険

日本国内にて次に掲げる偶然な事故により
法律上の賠償責任を負つた場合に保険金をお支払いします。

【(―般)賠償責任】
次のいずイ1かに該当する事由により、他人の身体に障害を与えたり、他
人の財物を破損させたりした場合
①被保険者の職業訓練中に発生した偶然な事由
②被保険者が職業訓イヽ東に伴つて提供した財物に起因する偶然な事由
③被保険者の職業訓練の結果に起因する偶然な事由

④被保険者の住居または被保険者を雇用する事業主の施設と職業訓練
校との通校途上に発生した偶然な事由

【受託物※賠償責任】
職業訓練に伴つて被保険者が占有、使用または管理する他人の財物の偶
然な事由による破損、盗難、紛失または搾取があつた場合

賠
償
責
任
補
償
特
約

1
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払込金受領証 (歪利用明細票)を貼り付ける

ことにより加入証明書となります。

訓練期間中、大切に保管ください !
※事故の際に、保険に加入してしヽる証明として写しをこ提出いただく

ことがあります。

①事故の際や紛失した場合に備え、
本紙の写しを学校にこ提出ください。

②郵便局ATMにて払込まれた場合は、
こ利用明細票を貼り付けてください。

この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が

次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。

個人情報の取扱いについて

この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険弓1受の審査および履行のために

利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社 (海外にある

ものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのこ案内。こ提供や保険引受の審査およ

び保険契約の履行のために利用したり、提携先 委託先等の商品 サービスのこ案内のために

利用することがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要西E慮個人情報を含む)の利用目的lよ、法令等に従い、

業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。   ・
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、在籍する職業訓

練施設、業務委託先 (保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保瞼金の請求 支払しヽに関

する関係先等 (いすれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。

詳細は、三井住友海上ホームページ(httpsプ/www ms― ins com)またlよ引受保険会社の
ホームページをこ覧ください。

万―、事故が起こつた場合は

24時 Fロロ365日事故受付サービス

「三井住友海上事故受付センター」

事故は  いち早く

0120-258-189(無料)

自動音声が流れますので、「2、 電話での受付」をこ選

択ください。その後、事故の種類は「4、 その他の事故

のこ連絡」をこ選択ください。

オペレーターに繋がりましたら、「職業訓練生総合保

険の加入者」とお伝えください。

代理店・扱者

有限会社中央労働サービス
〒164-O012
東京都中野区本町2‐2‐ 13
NKCビルディング4階
TEL:03‐6300-フ 8司 フ

平日 10:OO～ 16:00

引受保険会社

三井住友海上火災保険株式会社 (幹事会社)
広域法人部 営業第一課
〒101‐ 8011東京都千代田区神田駿河台3‐ 11‐司
TEL:03‐ 3259‐ 66921子日 9:00～ 17:00
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
東京海上日動火災保険株式会社           (以 上五キ音順)

*このノヾンフレットは職業訓練生総合保険に関する重要な事項を説明しております。ご加入前に

必ずお読みください。
*加入ご希望の方は早めにお手続きをお願いいたします。訓練開始日の前日までにお手続きく
ださい。なお、原則として入校後14日を過ぎた方はご力ll入ができませんのでご注意くださしヽ。
*払込金受領証 (ご利用明細票)は大切に保管してください。(事故の際に、保険に加入している
証明として写しをご提出いただくことがあります。)

中央職業能力開発協会

右の二次元コードまたは

下記URLよリアクセス
してください。

職業訓I練生災害傷害保険+賠償責任補償特約

○この保険は織業訓練生の皆さまが安心して訓練 (授業)を受けることを目的として、職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練・認定職業訓練を受ける職業

訓練生の皆さまだけがご加入できる保険として設立された保険です。

制度発足以来240万人を超える訓練生の方々がご加入され、大変お役に立つ保険としてご好評をいただいております。

○この保険制度は民間保険の一つとして中央職業能力開発協会と国内損害保険会社4社が共同で運営している保険商品であり、同協会が窓口となつてお取

扱いをしております。

f職業1訓I練生総合保険」はこんな時にお役に1立|ちます|。

ご加入手続きに際し、下記の事項を十分にこ確認ください。
Eァ

】
〓

本確認事項lよ、万―の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、こ提案いたしました保険商品がお客さまのこ希望に合致し

た内容であること、こナ」[入 しヽただくうえで特に重要な事項を正しくこ記入しヽただいてしヽることを確認させていただくためのものです。

お手数ですが、以下の各質問項目につしヽて、再度こ確認しヽただきますようお願い申し上げます。

なお、こ加入にあたりご不日月な点や疑間点がこざしヽましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせ

ください。

]保険商品が右記の点でお客さまのこ希望に合致した内容となっていること
をパンフレット・重要事項のご説明でこ確認ください。

万一、こ希望に合致しない場合は、こ加入内容を再度こ検討くださしヽ。

「重要事項のと説日月Hこ記載の、補償が重種する可能性のある特約等につい

ては、こ加入の要否をこ確認ください。

◎保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)

◎保険金額 (こ契約金額)

◎保険期間(保険のこ契約期間)

◎保険料保険料払込方法

2払込取扱票(兼加入申込票)への記載記入の漏れ,誤りがないかこ確認ください。
内容をよくこ確認いただき、払込取扱票 (兼加入申込票)に正しくこ記入いただきますようお願い申し上lナます。

記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。

ケパの補償
『訓1練中・通校途上の事故』による、
『ケガ』を補償します。

職

天災による
ケガも
補償します

熱中症色
補償します

訓練中・通校途上の
『死亡事故』
自転草で通校途上に自動車と接触。
脳挫傷により死亡。

〉 …2,200万円

訓練中・通校途上の
ケガによる『後遺障害』
作業訓練中にベルトコンベアーに
指を挟み欠損

>
… 924万円

訓練中の

ケガ

▲  ケガ
通校途上の

お支払い事例

お支払t

鵬同事激の補償
『訓練中・通校途上』に過つて他人に損害を

与えた『賠償事故』を補償します。

※治療 修理_書用のほか、裁判費用なども補償されます。
※法律上の賠償責任が生じる場合に限ります。

通校途上に
自転草で人にケガを
させた

『受託物賠償事故』を補償します。

・訓練校内 ・職場実習先 ・自宅リモート訓練

※法律上の賠償責任が生じる場合に限ります。

訓練中の F賠償事故』

後方か銹来る相手をよく確認せす、ガラス 〉

扉を強く閉めてしましヽ、相手にケガをさせた

『受託物賠償事故』

訓練中、実習先から借りた機械の取扱 〉
いを誤り、アーム部分を破損した。

訓練のために

賞与さイlた

財物を壊した

お支払い事伊u

お支払い事例

…931万 6千円

…26万円

動画でもご案1内してしヽ!ます

V0254-3
フ
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